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はじめまして よろしくお願いいたします 

校長        

今年度より、矢島 利明 校長の後を受け、芝山中学校の校長を務めさせていただくことにな

りました。本校の教育目標「豊かな心を持ち、自ら学び、たくましい身体を持つ生徒の育成」並

びに芝中精神「ファイト・マナー・チームワーク」の実現と学校のさらなる前進を目指して、教職

員が一丸となって芝山中学校の生徒たちのために精一杯努力してまいります。 

新学期を迎え、生徒たちも新しい学年・学級での学習や生活に希望といくらかの不安を抱い

て、始業式、入学式に臨んだことと思います。私たち教職員は、そのような生徒たちの思いを受

け止めるとともに、健康と安全を第一に考えながら教育活動を進めてまいります。 

今年度も引き続き保護者・地域の皆さまの御理解と御支援をいただけますよう 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【就学援助制度のお知らせ】  

★今年度の職員を紹介します。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※スクールソーシャルワーカー、スクールサポートスタッフにつきましては、次号でご紹介 

させていただきます。 

【留守番電話について】 

船橋市立小・中・特別支援学校では、学校現場における働き方改革の一環として、

留守番電話の利用による対応について昨年度より本実施しております。  

【基本的な設定日・設定時間】  

（１）平日 午前７時３０分から生徒最終下校時刻の３０分後の設定となります。 

※全教職員が退勤する場合、設定時間が早まることがあります。  

   （２）長期休業日  午後４時３５分～翌午前８時１５分  

（３）土・日曜日、祝日、年末年始の休日 *終日設定     

（４）学校閉庁日 ＊終日設定  

【緊急連絡先】  児童生徒の事故について 保健体育課 ４３６－２８７６         

 その他の緊急連絡について 学務課  ４３６－２８５５ 

「就学援助制度」は、経済的理由により学校で必要となる諸経費についてお困りの保護者に対して、

その一部を援助する制度です。就学援助の認定者は校外活動費等の補助や給食費の免除が受けら

れます（但し、学校徴収金は納付が必要です）。申請を希望する方は、学校・教育委員会学務課・船橋

駅前総合窓口センターにある「令和６年度就学援助 申請書 兼 同意書」（市ホームページからもダウ

ンロード可能）に必要事項を記入し必要書類を添付して、学校へ提出してください。解雇や疾病等に

よる失業等により世帯の収入が著しく減少している場合は令和６年の収入での審査が可能な場合が

ありますので、教育委員会学務課までお問い合わせください。 

問合せ先 :  

就学援助制度について  学務課       ０４７‐４３６‐２８５２ 

学校給食費について    保健体育課   ０４７‐４３６‐２４１８ 

※船橋市外から通学されている方は、住所地の教育委員会就学援助担当課へお問い合わせくださ

い。 
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